
酒類業者に対する助成措置体系 
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◎日本酒造組合中央会における事業 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

酒類小売業（第1次） 
酒類卸売業（第2次） 

果実酒製造業（第1次） 
みりんニ種製造業（第1次） 

近 代 化 計 画 

しょうちゅう 
乙類製造業（第2次） 

清酒製造業（第5次） 

近 代 化 計 画 構 造 改 善 計 画 

清酒製造業 

信 用 保 証 事 業 

しょうちゅう乙類製造業 

中小企業近代化促進法 

清酒製造業等安定法 

《信用保証基金》 
78.9億円 
 

 
補 助 金 52.6 

業界出えん金 26.3 

《近代化事業基金》 
 130億円（無利子貸付金） 

《乙類業対策基金》 
 415億円 補 助 金 105 

無利子貸付金 310 

《振興対策事業費補助金》 
 一般会計補助金 

近 代 化 事 業 

・人材育成事業 
・利子補給事業 
・振興対策事業 等 

近代化計画 構 造 改 善 計 画 

近 代 化 計 画 経 営 基 盤 強 化 計 画 

・低金利融資制度 ・低金利融資制度 
・税制上の優遇措置（機械等の割増償却 等）

・低金利融資制度 
・中小企業信用保険の特例 
・税制上の優遇措置（機械等の割増償却 等） 

転 廃 給 付 金 事 業 

振 興 対 策 事 業 

（昭和45年度～）

（昭和59年度～）

近 代 化 事 業 （昭和63年度～）

・利子補給事業 
・近代化等支援（助成金）事業 
・人材育成事業 等 

・経営者.従業員研修 
・イベント開催 等 

（卸売業）経営基盤強化計画 

中小企業経営革新支援法 


